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1 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等（基本法第18条関係）
⑴　迅速・確実な被害の届出の受理

【施策番号125】
　警察においては、犯罪被害者等からの被害
の届出に対し、その内容が明白な虚偽又は著
しく合理性を欠くものである場合を除き、迅
速・確実な受理に努めている。

⑵　告訴への適切な対応
【施策番号126】

　警察においては、警察本部及び各警察署に
「告訴・告発センター」等を設置し、告訴・
告発に係る対応の責任者及び担当者を指定す
ることにより、担当課の決定及び受理・不受理
の判断が迅速になされる体制を整備している。
　また、検察庁においても、告訴・告発への
適切な対応に努めている。

⑶　医療機関等における性犯罪被害者からの
証拠資料の採取等の促進

【施策番号127】
ア　警察においては、性犯罪被害者が警察へ

の被害の届出を行うことなく医療機関を受
診した場合、後に警察へ被害の届出を行う
ときには身体等に付着した証拠資料が滅失
している可能性があることから、医師等が
診療時に性犯罪被害者から証拠資料を採取
するための資機材の整備に係る予算の確
保、整備先となる医療機関等の拡大等を推
進している。

【施策番号128】
イ　警察においては、産婦人科医会等との

ネットワークを活用するなどして、性犯罪
被害者からの証拠資料の採取方法を医師等
に教示している。

⑷　冒頭陳述等の内容を記載した書面交付の
周知徹底及び適正な運用

【施策番号129】
　全国の検察庁においては、犯罪被害者等の
希望に応じ、公訴事実の要旨や冒頭陳述等の
内容を説明するとともに、冒頭陳述等の内容
を記載した書面を交付している。
　また、法務省・検察庁においては、これら
について、会議や研修等の様々な機会を通じ
て検察官等への周知徹底を図り、一層適正な
運用に努めている。

⑸　公判記録の閲覧・謄写制度の周知及び閲
覧請求への適切な対応

【施策番号130】
　検察庁においては、犯罪被害者等向けパン
フレット「犯罪被害者の方々へ」（P60【施
策番号139】参照）等により、犯罪被害者等
から刑事事件の訴訟記録の閲覧・謄写の申出
があり、相当と認められるときは、当該刑事
事件が係属中であっても閲覧・謄写が可能で
ある旨を周知している。また、検察庁におい
て保管する訴訟終結後の刑事事件の裁判書や
記録（いわゆる確定記録）の閲覧に際し、犯
罪被害者等に対して被告人、証人等の住所を
開示することの許否については、裁判の公正
を担保する必要性と開示により生じるおそれ
のある弊害等を比較衡量して判断すべきもの
であるところ、犯罪被害者保護の要請に配慮
しつつ、適切な対応に努めている。
　令和３年中に犯罪被害者等に対して公判記
録の閲覧・謄写を認めた事例の延べ数は、
1,364件であった。
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公判記録の閲覧・謄写状況
年次 記録の閲覧・謄写

平成29年 1,270

平成30年 1,299

令和元年 1,195

令和 2年 1,154

令和 3年 1,364

（注）
１　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
２ �　表中の数値は、高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所において被
害者等に公判記録の閲覧・謄写をさせた事例数及び同種余罪の被害者
等に公判記録の閲覧・謄写をさせた事例数の合計である。
３ �　平成２8年までは決定等がなされた日を基準に計上していたが、２9年
以降は事件の終局日を基準に計上している（なお、２8年以前に決定等
がなされ２9年に事件が終局したものについては、決定等がなされた日
を基準に計上している。）。

⑹　犯罪被害者等と検察官の意思疎通の充実
【施策番号131】

ア　法務省・検察庁においては、会議や研修
等の様々な機会を通じ、犯罪被害者等の意
見が適切に刑事裁判に反映されるよう、検
察官が犯罪被害者等と適切な形で十分な意
思疎通を図るべきことについて、検察官等
への周知に努めている。

【施策番号132】
イ　検察庁においては、公判前整理手続等の

経過及び結果に関し、犯罪被害者等の希望
に応じ、検察官が適宜の時期に必要な説明
を行うとともに、被害者参加人等が公判前
整理手続等の傍聴を特に希望する場合にお
いて、検察官が相当と認めるときは、当該
希望を裁判所に伝えるなどの必要な配慮を
行うよう努めている。また、犯罪被害者等
が公判の傍聴を希望する場合には、その機
会ができる限り得られるよう、公判期日の
設定に当たり、必要に応じて当該希望を裁
判所に伝えるよう努めている。

　　さらに、法務省・検察庁においては、検
察官等に対する研修において犯罪被害者等
の保護・支援に関する講義を行うなどして、
犯罪被害者等との意思疎通の重要性に関す
る検察官等への周知に努めている。

⑺　国民に分かりやすい訴訟活動
【施策番号133】

　検察庁においては、犯罪被害者等を含む傍
聴者等にも訴訟手続の内容が理解できるよ
う、難解な法律用語の使用をできる限り避け
たり、プレゼンテーションソフト等を活用し
て視覚的な工夫を取り入れたりするなど、国
民に分かりやすい訴訟活動を行うよう努めて
いる。

⑻　保釈に関する犯罪被害者等に対する安全
への配慮の充実

【施策番号134】
　P37【施策番号80】参照

⑼　上訴に関する犯罪被害者等からの意見聴
取等

【施策番号135】
　法務省・検察庁においては、会議や研修等
の様々な機会を通じ、検察官が上訴の可否を
検討するに当たって犯罪被害者等の意見を適
切に聴取するよう、検察官等への周知に努め
ている。

⑽　少年保護事件に関する意見聴取等に関す
る各種制度の周知

【施策番号136】
　法務省・検察庁においては、会議や研修等
の様々な機会を通じ、検察官等に対し、少年
保護事件に関する意見の聴取制度、犯罪被害
者等による記録の閲覧・謄写制度及び家庭裁
判所が犯罪被害者等に対して少年審判の結果
等を通知する制度を周知しており、検察官等
が犯罪被害者等に対して適切に情報提供を行
うことができるよう努めている。
　また、犯罪被害者等向けパンフレット「犯
罪被害者の方々へ」により、これらの制度を
犯罪被害者等に周知している（P60【施策番
号139】参照）。
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澤田　美代子（犯罪被害者御遺族）

　本日１２月１日は私にとって忘れられない日です。１３年前の２008年１２月１日から犯罪被害者が刑事
裁判に参加できる被害者参加制度が始まった日であり、犯罪被害者遺族となってしまった私達がこ
の制度のことを全くと言っていいほど知らなかったにもかかわらず、裁判参加を前提に支援しよう
と考えてくださった弁護士さんが家まで来てくださった日でもありました。
　事件に巻き込まれてから３週間、その時期、悲しみが深く、絶望感が増していました。事件の被
害者となってしまった亡き息子の高校時代の恩師が被害者支援に力を入れておられた弁護士さんへ
つないでくれた結果、新しい制度の始まりの日に、私達は先生と初めてお会いすることができまし
た。その先生の紹介でもう一人の先生も加わり、お二方の支援を受けて、刑事裁判に参加するとい
うことが実現できました。犯罪被害者という、考えもしなかった立場になってしまった私達家族が、
事件後、前に進む大きなきっかけになったと思っています。

【事件の発生】
　私の次男、智章、当時２4歳は２008年１１月１0日の夜、会社から帰宅するため、徒歩で同僚の方と駅
へ向かっていたところ、当時１9歳の少年が運転する軽トラックにはね飛ばされ、翌朝、息を引き取
り、殺人事件の被害者になってしまいました。
　あの日の朝、息子は「行ってきます」と言って、私は「行ってらっしゃい」と送り出し、それが
親子の最後の会話となってしまいました。元気な姿を見ることができたのは、そのときが最後になっ
てしまうなんて、息子は人生を絶たれ、残された私達家族みなの人生も変えられてしまいました。
　夜８時ごろにかかってきた電話、「智章さんが事故に遭われました」。一瞬、エッと言葉に詰まり、
そのあとは心臓の鼓動が高まっていきました。主人は台所で電話を受けていた私の様子に何か異変
を感じたと思います。すぐに、「智章が事故に遭ってしまった」と伝え、それまでの雰囲気が一変
しました。それからはショックを受けた状態で、次の電話を待ちながら、何を準備すればいいのか、
気が動転して、判断もつかない。そして、電話が入り、「病院に運ばれます。すぐに向かってくだ
さい」と伝えられました。
　晩酌して運転できない主人に代わり、私が運転席に乗り込み、状況が分からないまま病院に向か
いました。一、二度は行ったことのある病院でしたが、衝撃と不安で体は震えながら、ハンドルを
握り続けていました。息子の状態はどうなっているのか、運転しながら、早く子供に会いたい、ど
んな怪我なのか自分で確認したい。そのときは、たとえ重傷であったとしても、まさか死に至るよ
うな怪我ではない、勝手に思い込んでいました。そうあって欲しいという気持ちが強かったからだ
と思います。
　事故を起こしたら、息子のところにたどり着けない、落ち着かなければ、自分に言い聞かせなが
らも焦る気持ちもあって、途中、道を間違えてしまい、１時間余りかかって駐車場に着き、必死に

犯罪被害者が前に進むために
～突然の犯罪被害、衝撃と絶望の中で様々な対応に追われた日々を振り返って～
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救急救命棟の入り口まで走りました。ドアが開き、その場の光景は、それまで思っていたことが一
瞬にして変わるものでした。大きなビニール袋に息子のものと思われるシャツ、ズボン、片方だけ
の靴等が入れられてあるのを目にした途端、大変なことになっていると直感しました。周りには警
察官２、３名、勤めていた会社の方々が３、４名、一様に無言で立ち尽くしていました。私達は息
子の容体の説明を受けるために呼ばれました。出血がひどいので止める手術をするなどの説明を受
けたものの、救命医の苦渋の表情に不安が増して、内容がほとんど耳に入ってこず、先生が説明の
最後に言われた言葉だけが記憶に残っています、「若さに期待しましょう」と。その直後、ストレッ
チャーに乗せられ、顔面蒼白の息子を呆然と見送るしかありませんでした。朝、いつものように元
気で出ていった息子とは信じられないほど変わり果てた姿、状態でした。
　日付が変わった午前１時半ごろ、警察官から単なる轢き逃げ事故ではなく、故意にはね飛ばした
殺人未遂事件ですと報告を受けました。犯人は１9歳の少年、名前も判明、少しずつ真相が明らかに
なっていき、怒りを通り越して、言葉にできないほどの衝撃を受けました。でも、そのときは息子
が助かってほしい、その気持ちのほうが強くなっていました。備え付けられていた心電図、脈拍を
表す機械の表示からも、容体が悪化していくのを目の当たりにしていました。
　その後、再び先生から容体の説明を受けるために呼ばれました。私は先生の険しい表情から、息
子はもう助からないと悟りました。意識もないような息子が横たわるベッドの両脇で、主人と私は
息子の手を握っているくらいしかできませんでした。看護師さんが呆然としていたであろう私達に
言ってくださった「声を掛けてあげてください。耳は最後まで聞こえていますから」と、何か言い
たかったのか、訴えたかったのか、息子の片方の目はかろうじて開いていました。信じられない息
子の姿、私は一言二言やっとの思いで話し掛け、主人は看護師さんの言葉に「頑張れ、頑張れ」か
ら、次第に名前を呼び続けていました。私はそこに無言で横たわる息子が昨日の朝、元気に出掛け
て行った我が子だと信じたくありませんでした。医師から死亡宣告されてしばらくして、刑事さん
から事件なので司法解剖しますと言われたことにも動揺しました。事件で酷く体中、傷ついてしまっ
た我が子の体に、更にメスが入ることがかわいそうでならなかったのです。
　我が子の死を、親戚や予定があった関係する方々に連絡することも本当につらいことでした。「智
章が……」、その次の言葉がなかなか言えない。事件に巻き込まれて殺されてしまった。今も口に
したくない、できない言葉です。病院でのあの時間を思い出すたび、犯罪被害者、遺族が受ける残
酷さがどれほどのものかということを身をもって知りました。警察車両で運ばれていく柩を目にし
たとき、それが現実なのか、悪夢の中にいるのか分からなくなりました。そのあとを追うように、
私達が警察署に向かう道すがら、青空が広がっていたあの朝は、深い悲しみと苦しみの始まりとなっ
てしまって、生涯、忘れることはありません。

【刑事裁判】
　葬儀が終わったあと、亡き息子の恩師から電話をいただき、「これは事件だから２0日以内に弁護
士と連絡をとったほうがいい」と助言があって、弁護士さんとつながることができました。もし、
早い段階でお二方に出会えなかったら、少年審判傍聴と、被害者参加制度を利用して刑事裁判に参
加することができなかったのではないかと私は思っています。現在のように、以前に近い生活を送っ
ていたかさえ分かりません。
　事件から１か月も経たない日に、最寄りの警察署において私への事情聴取がありました。検事さ
んを前に、泣きながらやっとの思いで、突然、犯罪で子供を失ってショックを受けている心情等を
話しました。その日、帰り際の駐車場で、事件の担当刑事さんから「何でも言ってください」と声
を掛けていただきました。その言葉には、私達への気遣いと、見守っていますからとのメッセージ
が込められていたように感じました。支えられているように思った、心に残る言葉でした。
　検事さんから「本日、起訴しました」と連絡がありました。そのとき、これから裁判準備が始ま
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る、被害者参加制度についてまだわずかなことしか分かっていませんでしたが、心に決意した日で
した。検察庁と弁護士さんの事務所へ行くことが増えていきました。回を重ねるごとに、制度のこ
とも分かっていき、弁護士さんお二人の、息子や私達に対しての深い理解と熱意も伝わってきたこ
とが思い出されます。弁護士さんは裁判で「智章君の生きた証として写真を法廷に出しましょう。
どんなに一生懸命生きていたかを表す裁判にしましょう」と言ってくださり、私達家族もどんなに
か無念であろう息子のために、今やれることはこの裁判参加しかないという気持ちが高まっていき
ました。
　初公判の日、我が子の命を奪った加害者が５人もの刑務官に囲まれて入ってきたとき、私は大変
な裁判になるかもしれないと思ったことを記憶しています。息子の無念を晴らすためにも最後まで
頑張ろうと思いました。
　弁護士さんお二人との打ち合わせのとき、先生が「智章君は寄ってたかって殺されたようなもの
だ」、そう言われたことは事件の悲惨さ、憤り、無念を表していると思ったことを忘れません。被
告人質問は主人と私がそれぞれ質問しました。弁護士さんとその場を想定して練習もしていました。
被告を怒らせないように、そして本音を聞き出すためには、優しく、分かりやすい言葉で語りかけ
るように。それは我が子の命を奪った犯人に対して、そうしなければならないと分かっていても、
正直悔しくて、つらかったです。でも、それが功を奏して、スラスラと答えました。それまで、反
省の態度も感じられず、弁護人や証人として出廷した方の言葉に激昂し、退廷させられたりを繰り
返していた被告が、私達の質問に答えたというのは、奇跡に近いと思いました。その後も法廷の机
を蹴飛ばしたりして、私達家族５名の意見陳述の際には、また退廷していて、遺族の悲しみ、苦し
みの心情は届くことはなく、そのことも今でも悔しいことです。
　求刑意見も家族が分担する形で述べました。無期懲役、どんなに願っても息子は戻って来ない。
判決の日、私はいくら少年であっても、人の命を何とも思わない、何度も暴れ、裁判長にも暴言を
吐く、世の中、特に地域の人々に不安を与える言葉を繰り返していた被告には、私達の求刑意見も
反映するかもしれない、そんなかすかな望みも持ちながら、判決を聞きました。５年から１0年の不
定期懲役刑。がっかりした、次には虚しささえ感じました。反省もせず、法廷という神聖な場所で
も暴れた被告、どんなに残虐という言葉があっても、「更生を望む」という言葉で判決文は終わり
ました。

【犯罪被害者が前に進むために】
　我が子が犯罪の被害者にならなかったら、今はどんな人生を歩んでいただろうか。事件後、息子
のアルバムをめくり、部屋に残されていた手帳等から将来のことをいろいろと計画していたことが
分かりました。小さいころは体が弱ったけれど、少林寺拳法と出会ったことで心身ともに鍛えるこ
とにつながって前向きになり、いろいろなことに挑戦していました。将来に向かって目標を持って
いた息子の人生が断ち切られた。親としてそのことが一番かわいそうでなりません。
　息子は、あの夜、自分の身に何が起こったのか、自分はどうなってしまうのか、薄れ行く意識の
中で何を思っただろうか。私は何度も何度も思い続けました。もし、かなうことなら会いたい、話
がしたい、何年経とうとその気持ちは変わらずに心の中にあります。息子の無念は親の私達でも計
り知れません。それを思ったとき、親としてその無念の幾らかでも表していこうという気持ちが湧
いてきました。千葉県警の犯罪被害者支援室の取組で、これまで主に千葉県内の中学校、高校で命
の大切さを伝える授業に参加してきました。生徒さん達に家族の大切さ、そして他人の命も同じよ
うに大切に思うことが伝わってくれればいいという思いで続けてきました。私自身もこの活動で生
徒さんから元気をもらい、時には感想を寄せてもらうことで、自分のほうが勇気をもらいました。
そのような貴重な経験も前に進む力になりました。千葉犯罪被害者支援センターでは、犯罪被害者
遺族として各自治体の犯罪被害者支援室窓口担当の方々や犯罪被害者支援員としてボランティアを
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少年保護事件に関する意見の聴取等の運用状況

年次

意見聴取 記録の閲覧・
謄写

審判結果などの
通知

申出の
あった
人数

認め
られた
人数

申出の
あった
人数

認め
られた
人数

申出の
あった
人数

認め
られた
人数

平成29年 236 223 1,064 1,039 854 849 

平成30年 214 207   936   894 824 817 

令和元年 251 240   925   903 870 869 

令和 2 年 254 248   927   887 841 840 

令和 3 年 272 266   821   800 780 779 

（注）
１　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
２ �　意見聴取、記録の閲覧・謄写及び審判結果などの通知の申出のあっ
た人数は、その年に制度を利用したか、申出を取り下げた又はこれを
認めない判断がされた被害者等の延べ人数である。

⑾　少年審判の傍聴制度の周知
【施策番号137】

　法務省・検察庁においては、犯罪被害者等
に対し、一定の重大事件の犯罪被害者等が少
年審判を傍聴することができる制度や、家庭
裁判所が犯罪被害者等に対して少年審判の状
況を説明する制度を周知している（P60【施
策番号139】参照）。

少年審判の傍聴等の運用状況

年次

少年審判の傍聴の
実施状況

少年審判の状況説明
制度の実施状況

傍聴の
対象と
なった
事件数

傍聴を
許可した
事件数

（人数）

申出の
あった人

数

認め
られた
人数

平成29年 78 36（73） 313 302 

平成30年 68 25（47） 301 287 

令和元年 51 20（37） 294 280 

令和 2 年 60 28（51） 313 301 

令和 3 年 67 24（50） 326 317 

（注）　
１　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
２ �　少年審判の傍聴の実施状況の傍聴の対象となった事件数は、その年
に終局決定のあった事件数である。
３ �　少年審判の状況説明制度の実施状況の申出のあった人数は、その年
の事件終局までに申出をした被害者等の延べ人数である。

⑿　法テラスにおける支援に関する情報提供
の充実

【施策番号138】
　法テラスにおいては、国民への制度周知の
ための取組として、犯罪被害者支援ダイヤル

（0120-079714）において、損害や苦痛の回復・
軽減に役立つ情報や、刑事手続に関与するた
めの情報などを提供しているほか、法テラス
の犯罪被害者支援をインターネット検索し
た際に、同ダイヤルへたどり着きやすくする
ための専用ページ（https://www.houterasu.

志し、養成講座に参加される方々へ被害の経験等をお話しする機会があります。そのことで事件、
事故の被害者の心情、実態が伝わって、その方々によって被害者の直後からの支援につながること
を願って参加しています。できることなら被害者遺族が出ないような世の中になってほしい、切に
願うことです。
　犯罪被害者が少しでも早い段階で被害者参加制度のように利用できる制度にたどり着けるような
支援も重要だと思います。それには、生活の面でも早期のきめ細やかな支援があってこそ、裁判参
加等を望む方々の気持ちも救うことにつながることだと信じています。多くの皆様の御努力で犯罪
被害者支援はとても進んできたことを、私自身、この１３年の年月で実感してきました。社会でも犯
罪被害者支援について知られるようになってきました。更に犯罪被害者支援の気運が高まっていく
ことを願っています。これからも警察をはじめ、関係各所のより深い連携のもと、社会の変化に即
した支援を心から願っています。
※本講演録は、令和３年度犯罪被害者週間中央イベントにおける講演の概要をまとめたもの。講演
の全文は、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」（https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/
kou-kei/houkoku_r３/chuou_giji_kicho.html）を参照。
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or.jp/lp/higaishashien1）を設けている。
　さらに、国民に分かりやすい表現を心掛け
た、犯罪被害者支援やストーカー事案、配偶
者等からの暴力事案及び児童虐待事案の被害
者への支援に関するリーフレット等（法テラ
スウェブサイト「刊行物」：https://www.
houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/kouhou/
kankoubutsu/leaflet/index.html）を地方公
共団体等に配布し、窓口に備え付けるよう依
頼している。また、関係機関・団体の機関紙
に法テラスの活動を紹介する記事の掲載を依
頼するとともに、ＳＮＳを活用した広報を
行っている。

⒀　刑事に関する手続等に関する情報提供の
充実

【施策番号139】
ア　法務省においては、被害者参加制度、少

年審判の傍聴制度等の犯罪被害者等の保
護・支援のための制度について分かりやす
く解説した、犯罪被害者等向けパンフレッ
ト「犯罪被害者の方々へ」（https://www.
moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html）を全国
の検察庁に配布し、検察官が犯罪被害者等
から事情聴取を行う際に必要に応じて手渡
しているほか、各種イベントで配布するな
どしている。同パンフレットは、法務省及
び検察庁ウェブサイト上にも掲載している。

　　また、犯罪被害者等向けＤＶＤ「あなた
の声を聴かせてください」を全国の検察庁
に配布し、犯罪被害者等に対する説明に活
用しているほか、YouTube法務省チャン
ネル（https://www.youtube.com/watch?v�
=J49bOdmpR2Y）で配信している。

　　警察においては、「被害者の手引」の内
容の充実を図っている（P94【施策番号
218】参照）。

【施策番号140】
イ　警察においては、その実情に応じ、英語、

中国語等の外国語版の「被害者の手引」を
作成・配布している。

【施策番号141】
ウ　法務省においては、外国人や視覚障害の

犯罪被害者支援ダイヤルポスター

提供：法務省

犯罪被害者支援専用ページ
２次元バーコード

提供：法務省

犯罪被害者等向けパンフレット

提供：法務省
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ある犯罪被害者等に対する情報提供を行う
ため、犯罪被害者等向けパンフレット「犯
罪被害者の方々へ」について、日本語版に
音声コードを導入したほか、英語版や点字
版等を作成し、全国の検察庁や点字図書館
等に配布している。また、全編に字幕を付
した犯罪被害者等向けＤＶＤ「あなたの声

を聴かせてください」により、聴覚障害の
ある犯罪被害者等に対しても情報提供を
行っている。

⒁　刑事に関する手続等に関する情報提供の
充実及び司法解剖に関する遺族への適切な
説明等

【施策番号142】
　都道府県警察においては、検視及び司法解
剖に関する手続の内容等を盛り込んだパンフ
レットを作成・配布し、遺族に対する適切な
説明や配慮に努めている。
　また、検察庁においては、捜査や公判に及
ぼす支障等にも配慮しつつ、犯罪被害者等に
対し、検視及び司法解剖に関する情報提供を
必要に応じて適切に行っている。

⒂　犯罪被害者等の意向を踏まえた証拠物件
の適正な返却又は処分の推進

【施策番号143】
　警察においては、検察庁と連携し、捜査上
留置の必要がなくなった証拠物件の還付方法
について犯罪被害者等と協議し、その意向を
踏まえた上で迅速に返却又は処分をするよう
努めている。

⒃　証拠品の適正な処分等
【施策番号144】

　検察庁においては、犯罪被害者等以外の者
から押収した証拠品が犯罪被害者等の所有に
係る物である場合、犯罪被害者等に還付の希
望の有無を確認しており、還付を希望すると
きは、被差押人又は差出人を説得し、当該証
拠品が犯罪被害者等に還付されるよう努めて
いる。被差押人等が犯罪被害者等への還付に
応じない場合には、当該証拠品の処分に先
立って犯罪被害者等と連絡を取るなどして、
犯罪被害者等が所有権を行使する機会を確保
している。
　また、捜査や公判に及ぼす支障等にも配慮
しつつ、証拠品の早期還付を含めた処分につ

被害者の手引（外国語版）

被害者の手引

被害者の手引（交通事故事件用）
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いて慎重に検討し、必要に応じて還付の時期、
方法等について犯罪被害者等に対して説明す
るなど、事案に即した適正な運用に努めている。

⒄　捜査に関する適切な情報提供等
【施策番号145】

ア　警察庁においては、「被害者連絡実施要
領」（平成29年７月12日付け警察庁刑事局
長等通達別添）に基づき、被害者連絡が確
実に実施され、犯罪被害者等に対する情報
提供が適切に行われるよう、都道府県警察
を指導している。

　　また、都道府県警察においては、交通事
故被害者等の心情に配慮した適切な対応が
行われるよう、交通事故に関する被害者連
絡を総括する者として都道府県警察本部に
設置された被害者連絡調整官等が、警察署
の交通捜査員に対する指導・教育を行って
いる。

　　さらに、被害者連絡等を通じて把握した
犯罪被害者等の置かれている状況やニーズ
のうち、民間被害者支援団体や他の行政機
関と共有すべきものについては、犯罪被害
者等の同意を得た上で情報提供を行うな
ど、関係機関・団体との連携を図っている。

【施策番号146】
イ　法務省・検察庁においては、会議や研修

等の様々な機会を通じ、捜査に及ぼす支障
等も考慮しつつ、必要に応じて捜査に関す
る情報を捜査段階から犯罪被害者等に提供
するよう、検察官等への周知に努めている。

　○�　海上保安庁においては、捜査や公判に

支障を及ぼしたり、関係者の名誉等を不
当に侵害したりするおそれのある場合を
除き、捜査に関する情報を犯罪被害者等
に提供している。

⒅　適正かつ緻密な交通事故事件捜査の一層
の推進等

【施策番号147】
　警察においては、都道府県警察本部の交通
事故事件捜査担当課に設置された交通事故事
件捜査統括官及び交通事故鑑識官が、飲酒運
転、信号無視、著しい速度超過、妨害行為等
が疑われる交通事故や事故原因の究明が困難
な交通事故等について、組織的かつ重点的な
捜査並びに正確かつ綿密な実況見分及び鑑識
活動を行うとともに、交通事故事件捜査の基
本である実況見分等に関する教育の充実を
図っている。
　警察庁においては、交通事故等の真実を知
りたいという交通事故被害者等の要望に応え
るため、交通事故鑑識官養成研修をはじめと
する研修を実施し、交通捜査員の知識・技能
の向上を図るとともに、客観的証拠に基づい
た事故原因の究明を図るため、ドライブレ
コーダー等の映像記録や３Ｄレーザースキャ
ナ等の活用を推進している。

⒆　交通事件に関する講義の充実
【施策番号148】

　P47【施策番号115】参照警
察
署
等

（
事
件
捜
査
担
当
課
長
等
）

被
害
者
連
絡
責
任
者

被
害
者
又
は
そ
の
遺
族

被害者連絡
刑事手続

犯罪被害者のための制度
捜査状況

被疑者の検挙状況
逮捕被疑者の処分状況

事
件
担
当
捜
査
員

被害者連絡制度の概要

交通鑑識
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⒇　検察官に対する児童及び女性の犯罪被害
者等への配慮に関する研修の充実

【施策番号149】
　P47【施策番号114】参照

㉑　不起訴事案等に関する適切な情報提供
【施策番号150】

ア　法務省・検察庁においては、被害者保護
の要請に配慮し、犯罪被害者等に対する不
起訴記録の開示制度の弾力的な運用に努め
ている。

　　不起訴記録は非公開が原則であるが、交
通事故に関する実況見分調書等について
は、裁判所からの送付嘱託又は弁護士会か
らの照会がなされた場合において、開示が
相当と認められるときは、これに応じてい
る。また、被害者参加制度の対象となる事
件の被害者等については、当該事件の内容
を知ること等を目的とする場合であって
も、捜査や公判に支障を及ぼしたり関係者
のプライバシーを侵害したりしない範囲
で、実況見分調書等の弾力的な開示に努め
ている。さらに、被害者参加制度の対象と
ならない事件の被害者等についても、民事
訴訟等において損害賠償請求権その他の権
利を行使して被害を回復するため必要と認
められる場合には、捜査や公判に支障を及
ぼしたり関係者のプライバシーを侵害した
りしない範囲で、実況見分調書等を開示し
ている。

　　不起訴記録の弾力的な開示等について
は、会議や研修等の様々な機会を通じて、
検察官等への周知に努めている（公判記録
については、P54【施策番号130】参照）。

【施策番号151】
イ　検察庁においては、関係者の名誉等の保

護の要請や捜査に及ぼす支障等にも配慮し
つつ、検察官が犯罪被害者等の希望に応じ、
不起訴処分の裁定前後の適切な時期に、当
該処分の内容及び理由について十分な説明
を行うよう努めている。また、会議や研修

等の様々な機会を通じて、犯罪被害者等の
保護・支援等に関する講義を行うなどして、
犯罪被害者等に対する不起訴処分に関する
説明について、検察官等への周知に努めて
いる。

㉒　検察審査会の起訴議決に拘束力を認める
制度の運用への協力

【施策番号152】
　検察庁においては、一定の場合に検察審査
会の起訴議決に拘束力を認める制度が平成21
年５月に施行されたことに伴い、起訴議決に
至った事件について、裁判所が指定した弁護
士に対する協力を行うなど、適切な運用に努
めている。

㉓　受刑者と犯罪被害者等との面会・信書の
発受の適切な運用

【施策番号153】
　法務省においては、平成18年に、それまで
原則として親族に限定されていた受刑者の面
会や信書の発受の相手方について、犯罪被害
者等も認めることとする旨の指針を示してい
る。その後、受刑者と犯罪被害者等との面会
が実施されるなど、刑務所、拘置所等の刑事
施設において、当該指針を適切に運用している。

㉔　加害者処遇における犯罪被害者等への配
慮の充実

【施策番号154】
ア　P45【施策番号101】参照

【施策番号155】
イ　法務省においては、少年に係る情報につ

いて、少年鑑別所や少年院において得られ
るものに加え、家庭裁判所、保護観察所等
の関係機関や保護者から得られるものにつ
いても、その都度少年簿に記載し、保護処
分の執行に活用している。平成19年12月か
らは、犯罪被害者等に関する事項について
必要な情報の一層の収集及び記載ができる
よう、少年鑑別所や少年院において犯罪被
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害者等に関する事項を把握した際にも少年
簿に記載することとし、加害少年の処遇に
携わる職員への情報共有がより確実に行わ
れるよう努めている。

【施策番号156】
ウ　令和４年６月に成立した刑法等の一部を

改正する法律により刑事収容施設及び被収
容者等の処遇に関する法律及び少年院法が
改正され、刑の執行段階等における犯罪被
害者等の心情等の聴取・伝達制度が導入さ
れることから、法務省においては、同制度
の具体的な運用等について、現在、必要な
検討を行っている。

【施策番号157】
エ　法務省においては、性犯罪者等の特定の

犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対す
る専門的処遇プログラムの内容の充実等を
図るとともに、犯罪被害者等の視点に立っ
て、自己の考え方等を見直させる課題を含
む当該プログラムの受講を、保護観察にお
ける特別遵守事項として設定するなどし
て、適切に対応している。また、保護観察
対象者に対し、再び罪を犯さない決意を固
めさせ、犯罪被害者等の意向等に配慮しな
がら誠実に対応するよう促すため、しょく
罪指導を適切に実施している。

【施策番号158】
オ　保護観察所においては、犯罪被害者等の

申出に応じて犯罪被害者等から被害に関す
る心情、犯罪被害者等の置かれている状況
等を聴取し、保護観察対象者に伝達する制
度（心情等伝達制度）において、当該対象
者に被害の実情を直視させ、反省や悔悟の
情を深めさせるための指導監督を徹底して
いる。

　　３年中に同制度に基づいて心情等を伝達
した件数は、182件であった。

　　また、法務省においては、「更生保護の
犯罪被害者等施策の在り方を考える検討
会」報告書等を踏まえ、犯罪被害者等によ
る心情等伝達制度へのアクセスの向上、

しょく罪指導のためのプログラム（しょく
罪指導プログラム）の充実強化等について
検討を行っている。さらに、４年６月に成
立した刑法等の一部を改正する法律により
改正された更生保護法（以下「改正更生保
護法」という。）では、保護観察対象者に
対する伝達を前提とせずに、犯罪被害者等
からの申出に応じて犯罪被害者等の心情等
を聴取する制度を新たに設けることとされ
たことから、同制度の具体的な運用等につ
いて、現在、必要な検討を行っている。

更生保護における

被害者等の方々の秘密は厳重に守られます。

ホームページでもご覧いただけます https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim.html

心情等伝達制度

保護観察中の加害者に、
被害者の方の心情を伝える
ことができます。

被害者等通知制度

加害者の仮釈放・仮退院等
審理や保護観察の状況など
を知ることができます。

相談・支援

不安や悩み事を相談できます。
被害者専任の担当者がお聴きし、
必要に応じて関係制度の説明や関
係機関の紹介などを行います。

更生保護では、犯罪や非行をした人たちが再び過ちを繰り返
さないよう、社会の中で、指導監督などを行っています。

くわしくは、お住まいの都道府県にある保護観察所に
お問い合わせください。

意見等聴取制度

加害者の仮釈放・仮退院等
について、地方更生保護委員
会に意見を述べることができ
ます。

犯罪被害者等の方々の
ための制度

更生保護における各種制度

提供：法務省

心情等伝達制度の運用状況
年次 心情等伝達件数

平成29年 177

平成30年 185

令和元年 158

令和 2年 155

令和 3年 182

提供：法務省
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㉕　犯罪被害者等の視点に立った保護観察処
遇の充実

　法務省においては、法制審議会からの諮問
第103号に対する答申を踏まえ、更生保護に
おける犯罪被害者等の思いに応えるための制
度等として、次の事項について、改正更生保
護法により法整備が図られたほか、その他の
措置を講ずることとしている。

【施策番号159】
ア　地方更生保護委員会及び保護観察所の長

は、これまでも、保護観察等の措置を執る
に当たっては、当該措置の内容に応じ、犯
罪被害者等の被害に関する心情、犯罪被害
者等が置かれている状況その他の事情を考
慮しているところ、改正更生保護法にその
旨が明記されたことを踏まえ、一層適正な
運用を図ることとしている。

【施策番号160】
イ　犯罪被害者等の被害に関する心情、犯罪

被害者等が置かれている状況その他の事情
を理解し、その被害を回復すべき責任を自
覚するための保護観察対象者に対する指導
に関する事実について、保護観察官又は保
護司に申告し、又は当該事実に関する資料
を提示することを、保護観察における遵守
事項の類型に加える。

【施策番号161】
ウ　地方更生保護委員会においては、これま

でも、犯罪被害者等の申出に基づき、仮釈
放等を許すか否かに関する審理において、
犯罪被害者等から加害者の仮釈放等に関す
る意見等を聴取していたところ、生活環境
の調整及び仮釈放等の期間中の保護観察に
関する意見についても併せて聴取すること
が改正更生保護法に明記されたことを踏ま
え、仮釈放等審理はもとより、生活環境の
調整やその後の保護観察処遇をより一層適
正に実施することとしている。

　　また、令和４年４月以降、収容中の特定
保護観察処分少年について新たに設けられ
た退院審理についても、本制度の対象とし

ている。
【施策番号162】

エ　法務省においては、保護観察所の長が、
保護観察対象者に対し、具体的な賠償計画
を立て、犯罪被害者等に対しての慰謝の措
置を講ずることを生活行動指針として設定
し、これに即して行動するよう指導を行う
ための運用指針を、４年３月に新たに策定
し、当該指導の充実を図っている。

㉖　犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放等
審理の実施

【施策番号163】
　地方更生保護委員会においては、犯罪被害
者等の申出に基づき、仮釈放又は少年院から
の仮退院を許すか否かに関する審理におい
て、犯罪被害者等から加害者の仮釈放等に関
する意見等を聴取し、仮釈放等の許否の判断
に当たって当該意見等を考慮するほか、仮釈
放等を許可する場合には、当該意見等を特別
遵守事項の設定に当たり参考としている。
　また、令和４年４月以降、収容中の特定保
護観察処分少年について新たに設けられた退
院審理についても、本制度の対象としている。
３年中に意見等聴取制度に基づいて意見等を
聴取した件数は、329件であった。

㉗　更生保護官署職員に対する研修等の充実
【施策番号164】

　法務省においては、地方更生保護委員会の
委員をはじめとする更生保護官署職員を対象
とする研修において、犯罪被害者等の意見等

意見等聴取制度の運用状況
年次 意見等聴取件数

平成29年 334

平成30年 313

令和元年 336

令和 2年 311

令和 3年 329

提供：法務省
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を仮釈放等の審理に適切に反映させるための
講義を実施しており、犯罪被害者等施策に関
する内容のほか、犯罪被害者等の心情や置か
れている状況等について理解の増進を図るた
め、その講義内容の充実を図っている。

㉘　矯正施設職員に対する研修等の充実
【施策番号165】

　矯正研修所においては、新規採用職員、幹
部要員等を対象とする研修において、「犯罪
被害者の視点」等の科目を設けるとともに、
犯罪被害者等の心情や置かれている状況等に
関する理解の増進を図るため、犯罪被害者団
体等の関係者を講師に招くなど、研修内容の
充実を図っている。
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